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2／社会保険あきた／３年12月・４年１月 社会保険あきた／３年12月・４年１月／3

秋田県社会保険協会からのお知らせ

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　会員事業所の皆様方には、お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、当協会事業の運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当協会は、社会保険制度が健全かつ安定的に運営されることを願い、社会保険制度の普及・発展
のための広報活動をはじめ、各種事務講習会やセミナーの開催、被保険者とそのご家族の健康増進
と福利向上を図るための健康管理推進事業や福利厚生事業を積極的に推進しているところでござい
ます。
　昨年は、新型コロナウィルス感染症の影響により、１年遅れとなったオリンピック・パラリンピ
ックが開催され、多くの国民にたくさんの感動を与えてくれました。コロナ禍の影響は当協会が担
う事業運営にも大きな影響を与えておりますが、出来得る限りの万全な感染対策を講じることによ
り、例年に劣らないレベルの事業の実施に努めて参る所存でございます。会員の皆様方のなお一層
のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。　
　年頭にあたり、皆様方にとって本年が健やかな年でありますことをご祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

令和４年元旦

一般財団法人秋田県社会保険協会

赤　上　信　弥

明けましておめでとうございます
　　皆様の益 の々ご健勝とご繁栄を心からお祈りいたします

全国健康保険協会秋田支部
支部長　加　藤 　　尊

日本年金機構　　　　　　　　　　　
秋田年金事務所 所長　佐　藤　　　進
鷹巣年金事務所 所長　斎　藤　裕　二
大曲年金事務所 所長　木　村　充　男
本荘年金事務所 所長　鈴　木　英　幸

佐々木　宏　行

茂　内　勇　人

副 会 長（秋田支部長）
副 会 長（鷹巣支部長）
副 会 長（大曲支部長）
副 会 長（本荘支部長）
理　　事

専務理事

齋　藤　浩　英
小　石　和　弥

　秋田県内で社会保険の適用を受けている事業所の職員や社会保険事務を担当されている方を主な対
象として、社会保険や労働保険・労災保険の基礎知識の向上を目的に、事務講習会を開催しました。
会場は県内年金事務所の所在地４カ所で行われ、アンケート結果をみると「年金給付については複雑
でわかりにくいので勉強になった」や「退職間近な社員への説明に役立つ」などおおむね良好なご意
見をいただきました。
　また、講義と講義の間には「手軽なストレッチ」を実践方式で行い、「とても良かった」「職場で
も実施してみたい」などのご意見もいただきました。
　当協会としてはこれを踏まえ、社会保険や労働保険などのスキルアップに役立つ講習会や研修会を
実施して参りますので、今後ともご理解・ご協力をお願いします。

開　催　日　時 会　　　　　　　場 人　数

木

雇用保険・労働保険の講義

好評の健康ストレッチ風景年金給付の講義

社会保険事務講習会が開催されました

竹　村　雅　行
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

令和 3年度

社会保険事業の功労者を表彰

長　岐　康　男　　秋田市：地域型年金委員

小　玉　義　幸　　秋田市：秋田県厚生農業協同組合連合会

旭　谷　　　明　　秋田市：秋田中央交通株式会社

成　田　真　紀　　鹿角市：株式会社石川組

佐　藤　治　子　　大仙市：株式会社県南環境保全センター

安　部　富美子　　横手市：貴俵電気設備工業株式会社

土　田　誠　子　　湯沢市：株式会社こまちライフサービス

時　岡　美和子　　由利本荘市：株式会社スダキ商事

小　林　英　雄　　にかほ市：社会福祉法人にかほ市社会福祉協議会

日本年金機構理事表彰

中　林　　　学　　潟上市：株式会社秋田中央機工

山　谷　文　子　　能代市：秋田エコプラッシュ株式会社

加　藤　美優希　　仙北市：万六建設株式会社

齋　藤　　　仁　　由利本荘市：村岡建設工業株式会社

日本年金機構理事長表彰

日本年金機構年金委員表彰
倉　部　美穂子　　秋田市：株式会社ミナミ保険
佐々木　国　紀　 男鹿市：船川臨港運送株式会社
草　皆　知　子　　潟上市：株式会社菅与組
阿　部　悦　子　　鹿角市：株式会社村木組
原　子　伸　一　　大館市：社会福祉法人成寿会
中　村　恵里子　　能代市：有限会社アキタ機械設計

本　間　浩　幸　　横手市：よねや商事株式会社
田　村　　　亨　　大仙市：ナガイ白衣工業株式会社
鈴　木　美　克　　湯沢市：秋田銘醸株式会社
太　田　晃　一　　由利本荘市：由利高原鉄道株式会社
齋　藤　弘　文　　由利本荘市：株式会社三栄機械

全国健康保険協会秋田支部長表彰

安　藤　路　子　　秋田市：秋田鋪道株式会社
佐　藤　丈　夫　　秋田市：株式会社山二
工　藤　勝　哉　　能代市：株式会社都亭

太　田　　　茂　　大仙市：有限会社大曲測量設計事務所
佐　藤　多　聞　　由利本荘市：株式会社フォレスタ鳥海

全国健康保険協会理事長表彰

全国健康保険協会健康保険委員表彰

（一財）秋田県社会保険協会長表彰

（一財）秋田県社会保険協会事業功労事業所表彰

厚生労働大臣表彰
年金委員功労者

平　野　幹　子 能代市：地域型年金委員

健康保険委員功労者

加　藤　志有子 北秋田市：合資会社加藤自動車整備工場

おめでとうございます

バス乗車券発売所 秋田市
株式会社伊藤組 秋田市
株式会社タナックス 鹿角郡小坂町
株式会社タクト 大館市

社会福祉法人六郷仙南福祉会 仙北郡美郷町
伊藤電気株式会社 大仙市
株式会社コウジマ工業 由利本荘市

11月12日、ホテルメトロポリタン秋田において、日本年金機構・全国健康保険協会・一般
財団法人秋田県社会保険協会から、長年にわたり社会保険事業の運営に功労があった事業主
及び年金委員・健康保険委員の方々に、厚生労働大臣表彰をはじめとする表彰状の授与が行
われました。
例年であれば、この表彰伝達式の後、年金委員・健康保険委員を対象とした委員研修会が開
催されるのですが、昨年に続き新型コロナウイルス感染症対策のため、委員研修会は中止に
なりました。栄えある受賞者は次のとおりです。（敬称は省略させていただきます）

年金委員・健康保険委員・事業主表彰伝達式
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日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／３年12月・４年１月／7

概　要

届書等

注意点

産前産後休業期間中（産前４２日（多胎妊
娠の場合は９８日）、産後５６日のうち、
妊娠または出産を理由として労務に従事し
なかった期間）の保険料が免除。

「産前産後休業取得者申出書」

「産前産後休業終了時報酬月額変更届」

・産前産後休業期間中に申出が必要。
・役員の方も被保険者であれば申出可。

産前産後休業期間中の保険料免除

概　要

届書等

注意点

産前産後休業の終了後に報酬が下がった場
合など、終了後の３カ月間の報酬額をもと
に、新しい標準報酬月額を決定し、その翌
月から改定。

産前産後休業終了日の翌日に引き続いて育
児休業を開始した場合は届出不可。

産前産後休業終了後の改定

「養育期間標準報酬月額特例申出書」

概　要

届書等

注意点

３歳未満の子の養育期間中の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合は、
年金額の計算において従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす。

保険料負担、健康保険の給付は、実際の標準報酬月額にもとづいて計算。

養育期間中の標準報酬月額の特例措置（みなし措置）

産 前 産 後 休 業

子 育 て 支 援 制 度 の 各 種 手 続 き

休業期間中の保険料の免除措置

育 児 休 業 産 前 産 後 休 業 育 児 休 業

概　要

届書等

注意点

育児・介護休業法に基づく育児休業制度を
利用する場合（３歳未満の子を養育する場
合）には保険料が免除。

「育児休業等取得者申出書」

・育児休業期間中に申出が必要。
・役員の方で育児休業制度を利用できない
　場合は、被保険者であっても申出不可。

育児休業期間中の保険料免除

概　要

届書等

注意点

概　要

届書等

注意点

出産前に「産前産後休業取得者申出書」を
提出した方で、出産予定日と異なる日に出
産した場合は、変更後の休業期間について
保険料が免除。

「産前産後休業取得者変更（終了）届」

出産予定日に出産した場合は届出不要。

産前産後休業期間の変更

終了予定日より前に産前産後休業を終了し
た場合は、届出により保険料免除を終了。

「産前産後休業取得者変更（終了）届」

終了予定日に終了した場合は届出不要。

産前産後休業期間の終了

概　要

届書等

注意点

終了予定日より前に育児休業を終了した場
合は、届出により保険料免除を終了。

「育児休業等取得者終了届」

・終了予定日に終了した場合は届出不要。
・育児休業から引き続いて産前産後休業を
　開始した場合も届出不要。

育児休業期間の終了

概　要

届書等

注意点

育児休業の終了日に３歳未満の子を養育し
ていて報酬が下がった場合など、終了後の
３カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報
酬月額を決定し、その翌月から改定。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」

育児休業終了日の翌日に引き続いて産前産
後休業を開始した場合は届出不可。

育児休業終了後の改定

保 険 料 免 除 期 間 の 変 更 ・ 終 了

休業期間終了後の標準報酬月額の改定

標準報酬月額の特例措置　（厚生年金保険のみ）
標準報酬月額の特例措置の終了　（厚生年金保険のみ）

「養育期間標準報酬月額特例終了届」

概　要

届書等

注意点

３歳未満の子を養育しなくなった場合は、届出により特例措置を終了。

子が３歳に達したとき、資格を喪失したとき、産前産後休業または育児休業の保険料免除を開始した
ときは届出不要。

標準報酬月額の特例措置の終了

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構 検 索 https://www.nenkin.go.jp/



6／社会保険あきた／３年12月・４年１月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／３年12月・４年１月／7
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概　要
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終了予定日に終了した場合は届出不要。

産前産後休業期間の終了

概　要

届書等

注意点

終了予定日より前に育児休業を終了した場
合は、届出により保険料免除を終了。

「育児休業等取得者終了届」

・終了予定日に終了した場合は届出不要。
・育児休業から引き続いて産前産後休業を
　開始した場合も届出不要。

育児休業期間の終了

概　要

届書等

注意点

育児休業の終了日に３歳未満の子を養育し
ていて報酬が下がった場合など、終了後の
３カ月間の報酬額をもとに、新しい標準報
酬月額を決定し、その翌月から改定。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」

育児休業終了日の翌日に引き続いて産前産
後休業を開始した場合は届出不可。

育児休業終了後の改定

保 険 料 免 除 期 間 の 変 更 ・ 終 了

休業期間終了後の標準報酬月額の改定

標準報酬月額の特例措置　（厚生年金保険のみ）
標準報酬月額の特例措置の終了　（厚生年金保険のみ）

「養育期間標準報酬月額特例終了届」

概　要

届書等

注意点

３歳未満の子を養育しなくなった場合は、届出により特例措置を終了。

子が３歳に達したとき、資格を喪失したとき、産前産後休業または育児休業の保険料免除を開始した
ときは届出不要。

標準報酬月額の特例措置の終了

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構 検 索 https://www.nenkin.go.jp/



全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

8／社会保険あきた／３年12月・４年１月 社会保険あきた／３年12月・４年１月／9

健診対象者一覧（ＣＳＶファイル）をダウンロードできます。
健診対象者一覧には健診機関への予約申込みに必要な保
険証の保険者番号、記号・番号や受診される方の氏名、生
年月日、受診可能な健診項目が記載されているため、健診
機関への予約申込みにもご利用いただけるほか、従業員の
健診予約状況の管理にもご利用いただけます。

協会けんぽから送付される生活習慣病
予防健診の案内（健診対象者一覧を含
む）を送付するか否かを登録できます。
初期設定は「要」となっていますが、
「否」に変更すると、次年度以降健診の
ご案内が送付されなくなります。

本サービスでは、ダウンロードファイルを解凍する際に
使用するダウンロードパスワードをあらかじめ設定して
いただきます。
パスワードの有効期限は更新した日から1年間です。設
定したパスワードを忘れたり、ロックがかかってしまっ
た場合は初期化を行いますので、保健グループ
018-883-1893へご連絡ください。

健診対象者一覧（ＣＳＶファイル）のダウンロードや案
内一覧送付要否登録など、本サービスで実施した処理
の状況を確認できます。

まず初めに操作マニュアル
をダウンロードします。
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10／社会保険あきた／３年12月・４年１月 社会保険あきた／３年12月・４年１月／11

秋田県社会保険協会からのお知らせ

６０歳以降の退職後継続再雇用について

Ｑ 　私は社会保険の事務を担当している者です。従業員が６０
歳で定年を迎えましたが、本人や会社の意向もあり、定年再
雇用という形で継続して勤務してもらうこととなりました。
雇用契約の変更もあり、報酬が下がるのですが、このような
場合どのような手続きが必要か教えてください。

Ａ　　　　同一の事業所で、雇用契約上一旦退職し、１
　　　日の空白もなく引き続き再雇用（退職後継続再
雇用）された６０歳以上の方は、使用関係が一旦中断
したとみなし、被保険者の資格喪失・資格取得として
取扱うことが可能です。この場合、再雇用された月か
ら再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更されま
す。（６０歳以上の方に限った特例的な取扱いとなり
ます。）
　手続きにあたっては、次の書類を添付したうえで、
事業主が退職日の翌日
を資格喪失年月日・資
格取得年月日とする被
保険者資格喪失届・被
保険者資格取得届をご
提出下さい。

〔添付書類〕
退職・再雇用の事実が分かるいずれかの書類
・就業規則、退職辞令（退職日の確認がとれるもの）
　と再雇用されたことが分かる雇用契約書（いずれも
　コピー）
・役員の場合は役員規定、取締役会の議事録、株主総
　会の議事録といった役員退任及び再雇用（再任）さ
　れたことが分かる書類
・「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明

※被保険者の方に扶養される親族の方がいる場合、同
　時に提出される被扶養者（異動）届の添付書類は省
　略できます。

　詳しくはお近くの年金事務所へご相談ください。
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健康づくりＤＶＤを貸出しします！

No.1～No.４

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

「健康づくりＤＶＤ」タイトル一覧 出演・監修 時間

君塚正道先生

中村格子医師

福西勇夫医師

土田知宏医師

山本晴義医学博士  

山本晴義医学博士

都竹茂樹教授

和田耕治教授

都竹茂樹教授

31分

32分

28分

26分

25分

26分

60分

60分

42分

46分

初めてのウオーキング＆ジョギング

若々しい体をキープ！エクササイズ＆ダイエット

Ｇｏｏｄ－ｂｙｅストレス

正しく知れば怖くない　がんのお話
元気な職場をつくるメンタルヘルス
　「自分でできるストレスコントロール」
元気な職場をつくるメンタルヘルス
　「ストレス・ コーピングによるセルフケア」
トータル・ヘルスプロモーションのための
「健康サポート体操」10代目体操のお兄さん指導
ちょちょいのちょいトレ2.0 毎日筋活部
　　筋肉を育ててメタボを予防しよう！

ちょちょいのちょいトレ3.0　ストレッチ＆
　　筋トレでコリほぐしと運動不足解消プログラム

夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう！

梅田孝教授
佐藤弘道兄さん

※ ほかに高血圧・健診・ダイエット・禁煙・アンチエイジング等に関するＤＶＤもございます。 No.5～No.10

　※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
　　必ず同封してください。

「施設利用会員証」の交付について

秋田県

秋田市中通６－７－９
TEL018-831-6205

直接斡旋委託業者へお申し込みください。

家庭常備薬等の
斡旋について



10／社会保険あきた／３年12月・４年１月 社会保険あきた／３年12月・４年１月／11

秋田県社会保険協会からのお知らせ

６０歳以降の退職後継続再雇用について

Ｑ 　私は社会保険の事務を担当している者です。従業員が６０
歳で定年を迎えましたが、本人や会社の意向もあり、定年再
雇用という形で継続して勤務してもらうこととなりました。
雇用契約の変更もあり、報酬が下がるのですが、このような
場合どのような手続きが必要か教えてください。

Ａ　　　　同一の事業所で、雇用契約上一旦退職し、１
　　　日の空白もなく引き続き再雇用（退職後継続再
雇用）された６０歳以上の方は、使用関係が一旦中断
したとみなし、被保険者の資格喪失・資格取得として
取扱うことが可能です。この場合、再雇用された月か
ら再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更されま
す。（６０歳以上の方に限った特例的な取扱いとなり
ます。）
　手続きにあたっては、次の書類を添付したうえで、
事業主が退職日の翌日
を資格喪失年月日・資
格取得年月日とする被
保険者資格喪失届・被
保険者資格取得届をご
提出下さい。

〔添付書類〕
退職・再雇用の事実が分かるいずれかの書類

・就業規則、退職辞令（退職日の確認がとれるもの）
　と再雇用されたことが分かる雇用契約書（いずれも
　コピー）
・役員の場合は役員規定、取締役会の議事録、株主総
　会の議事録といった役員退任及び再雇用（再任）さ
　れたことが分かる書類
・「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明

※被保険者の方に扶養される親族の方がいる場合、同
　時に提出される被扶養者（異動）届の添付書類は省
　略できます。

　詳しくはお近くの年金事務所へご相談ください。

　

ま
ず
は
、
第
九
十
九
代
、
菅
内
閣
総
理
大
臣

お
疲
れ
様
で
し
た
。
先
代
の
内
閣
総
理
大
臣
が

歴
代
記
録
を
樹
立
し
た
途
端
の
、
あ
の
会
心
の

笑
顔
の
退
任
会
見
が
い
ま
だ
目
に
焼
き
付
い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
コ
ロ
ナ
の
不
安
と
不
満
の
集

中
砲
火
に
、
本
当
に
よ
く
頑
張
っ
て
頂
い
た
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
総
裁
選
再
選
に
現
を
抜
か

さ
ず
、
最
終
日
ま
で
コ
ロ
ナ
対
策
に
全
力
を
尽

く
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
県
民
と
し
て
誇
り

に
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
お
う
ち
時
間
も
一
年
六
カ
月
を
越
し
、

皆
様
我
慢
の
限
界
を
迎
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

我
が
家
で
も
、
話
題
の
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
ス
イ
ッ

チ
を
購
入
し
、
ま
た
ま
た
話
題
の
「
あ
つ
ま
れ

ど
う
ぶ
つ
の
森
」
を
堪
能
し
て
お
り
ま
す
。
殺

伐
と
し
た
現
世
か
ら
、
の
ん
び
り
ゆ
っ
た
り
ま

っ
た
り
し
た
ど
う
ぶ
つ
達
と
暮
ら
す
無
人
島
へ

ト
リ
ッ
プ
し
癒
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
お
う
ち
の
中
ば
か
り
だ
と
飽
き
て
し

ま
う
の
で
、
キ
ャ
ン
プ
の
よ
う
な
も
の
へ
触
手

を
伸
ば
し
て
お
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
防
災
の

観
点
か
ら
も
い
ず
れ
は
や
り
た
い
な
と
思
っ
て

い
た
の
で
、
お
も
ー
い
腰
を
上
げ
徐
々
に
グ
ッ

ズ
を
買
い
揃
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
初
心

者
は
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が
お
こ
せ

ず
、
ホ
ッ
ト
プ
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ー
ト
で
お
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バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
と
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り
ま
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に
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違
う
よ
う
な
気

も
し
ま
す
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。
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間
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収
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る
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、
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に
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て
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さ
て
、
最
後
に
会
社
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
弊
社
は
創
業
六
十
八
年
。
塗
料
及

び
塗
装
に
関
す
る
商
品
の
卸
小
売
り
を
主
軸
に
、

湯
沢
、
大
曲
、
秋
田
、
本
荘
、
横
手
に
五
店
舗

展
開
し
て
お
り
ま
す
。
主
に
専
門
業
者
様
向
け

の
イ
メ
ー
ジ
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
個
人
の
お
客

様
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
塗
料
を
お
勧
め
で
き

る
よ
う
塗
料
ソ
ム
リ
エ
（
？
）
を
目
指
し
、
昨

今
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
対
応
に
全
店
力
を
入
れ

て
お
り
ま
す
。
特
に
、
秋
田
店
と
姉
妹
店
に
あ

た
る
ヤ
マ
キ
ウ
南
倉
庫
に
あ
る
「
Ｗ
ａ
ｌ
ｌ
＆

Ｄ
」
で
は
、
全
面
塗
装
で
は
な
く
、
壁
の
一
面

を
素
敵
な
壁
紙
又
は
お
好
き
な
色
に
替
え
る
お

手
伝
い
を
し
て
お
り
ま
す
。
英
国
王
室
御
用
達

の
一
品
か
ら
北
欧
の
オ
シ
ャ
レ
な
一
品
、
も
ち

ろ
ん
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
も
の
と
幅
広
く
取
り
揃

え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

レ
ジ
ャ
ー
に
し
て
し
ま
お
う
と
お
考
え
の
方
向

け
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
て
お
り
ま

す
。
大
き
な
改
装
は
ち
ょ
っ
と
、
と
思
う
方
も

壁
の
一
面
だ
け
を
替
え
る
だ
け
で
も
気
分
は
変

わ
り
ま
す
。
リ
モ
ー
ト
授
業
、
仕
事
、
飲
み
会

の
背
景
に
キ
ラ
リ
個
性
の
光
る
壁
紙
・
色
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
？
コ
ロ
ナ
疲
れ
が
吹
っ
飛
ぶ

よ
う
な
一
品
と
出
会
え
る
か
も
？
皆
様
の
お
越

し
を
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

株
式
会
社
さ
さ
き
（
湯
沢
市
）

佐
々
木　

明　

子

「
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
の
ん
び
り
ゆ
っ
た
り
」

健康づくりＤＶＤを貸出しします！

No.1～No.４

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

「健康づくりＤＶＤ」タイトル一覧 出演・監修 時間

君塚正道先生

中村格子医師

福西勇夫医師

土田知宏医師

山本晴義医学博士  

山本晴義医学博士

都竹茂樹教授

和田耕治教授

都竹茂樹教授

31分

32分

28分

26分

25分

26分

60分

60分

42分

46分

初めてのウオーキング＆ジョギング

若々しい体をキープ！エクササイズ＆ダイエット

Ｇｏｏｄ－ｂｙｅストレス

正しく知れば怖くない　がんのお話
元気な職場をつくるメンタルヘルス
　「自分でできるストレスコントロール」
元気な職場をつくるメンタルヘルス
　「ストレス・ コーピングによるセルフケア」
トータル・ヘルスプロモーションのための
「健康サポート体操」10代目体操のお兄さん指導
ちょちょいのちょいトレ2.0 毎日筋活部
　　筋肉を育ててメタボを予防しよう！

ちょちょいのちょいトレ3.0　ストレッチ＆
　　筋トレでコリほぐしと運動不足解消プログラム

夏の熱中症・冬のヒートショックに気をつけよう！

梅田孝教授
佐藤弘道兄さん

※ ほかに高血圧・健診・ダイエット・禁煙・アンチエイジング等に関するＤＶＤもございます。 No.5～No.10

　※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
　　必ず同封してください。

「施設利用会員証」の交付について

秋田県

秋田市中通６－７－９
TEL018-831-6205

直接斡旋委託業者へお申し込みください。

家庭常備薬等の
斡旋について



▲

― 

職
場
内
で
回
覧
し
ま
し
ょ
う 

―

第198回　冬の体調管理について
 寒くなってくると体調が悪くなりやすいという人が多くいます。なぜ気温が低くなると体調を崩しやす
かったりかぜをひいてしまったりするのでしょうか？今回は体調を崩す原因と対策方法についてご紹介し
ます。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問合せ

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

令和４年１月 令和４年２月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

29

2

9

16

3

10

17

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

6

13

20

27

7

14

21

28

誤：特定・営利活動法人　能代市芸術文化協会　　正：特定非営利活動法人　能代市芸術文化協会

ヒートショックとは…
血圧が乱高下して引き起こされる
循環器疾患のこと

対策
お風呂場のような寒暖差が大きく
なる場所は、事前に温めておくなど
急激な血圧の変化を抑えましょう


